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府立学校における働き方改革の取組へのご理解とご協力のお願い 

 

日頃から大阪府の教育行政の推進にご理解・ご協力をいただき、心より感謝申し上げます。 

府立学校教員の勤務時間は、近年減少傾向にあるものの依然として長時間に及んでおり、時間外在校

等時間(いわゆる残業時間)が年間360時間を超える教員の割合は全教員の約37％、全日制高等学校では

約50％となっており、その縮減が大きな課題となっております。 

このため、教員のこれまでの働き方を見直し、自らの授業を磨くとともに、その人間性や創造性を高

め、子どもたちに対して効果的な教育活動を行うことができるようにすることを目的として、全ての府

立学校において更なる働き方改革の取組を進めています。 

この取組を進めるにあたっては、保護者の皆様のご理解とご協力が必要不可欠であるため、どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

○ 本校教員の勤務時間は８時30分から17時です。勤務時間外や休日、学校閉庁日は「業務時間外を

お知らせする自動音声ガイダンス」での対応となり、電話がつながりません。翌日以降の勤務時間

にご連絡をお願いします。また、緊急対応を要する場合は、警察・消防など専門機関へのご連絡を

お願いします。 

○ 欠席・遅刻等は８時30分までにClassiの「欠席連絡」機能でご連絡ください。（朝のホームルー

ムのため、担任が離席していることもあるため、Classiへの入力は８時50分まで可能です。） 

○ 生徒の登校開始時刻を７時30分、下校時刻を17時、部活動等による最終下校時刻を19時30分と定

めています。登校開始時刻前または最終下校時刻後の在校は学校長の特別な許可が必要です。 

○ 毎週水曜日はノークラブデーならびに全校一斉定時退庁日としており、16時45分までに全員下校

することとしております。 

○ すべての部活動で年間104日以上(うち、原則として週休日等52日以上)の休養日を定めています。

（活動場所等の都合により、ノークラブデーとしている水曜日に活動を行い、別の曜日を休養日と

している部活動もあります。） 

○ 令和７年度は令和７年８月９日から17日まで、令和７年12月27日から令和８年１月５日までは学

校閉庁日としております。教職員は在校していません。 

 

 

【府立学校の働き方改革ホームページ】 

https://www.pref.osaka.lg.jp/kyoshokuink/hatarakikata/index.html 

https://www.pref.osaka.lg.jp/kyoshokuink/hatarakikata/index.html


大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

剣道なぎなた（剣道） 休養日 休養日 休養日 休養日 休養日

剣道なぎなた（なぎなた） 休養日 休養日 休養日 休養日 休養日

硬式野球 休養日 休養日

男子サッカー 休養日 休養日

水泳 休養日 休養日 休養日

ソフトテニス 休養日 休養日

ソフトボール 休養日 休養日

卓球 休養日 休養日 休養日

ダンス 休養日 休養日

男子テニス 休養日 休養日

女子テニス 休養日 休養日

男子バスケットボール 休養日 休養日

女子バスケットボール 休養日 休養日 休養日

バドミントン 休養日 休養日 休養日

男子バレーボール 休養日 休養日

女子バレーボール 休養日 休養日

陸上競技 休養日 休養日

English Speaking Society 休養日 休養日 休養日 休養日 休養日 休養日

演劇 休養日 休養日

競技かるた 休養日 休養日 休養日 休養日

軽音楽 休養日 休養日

コリアン文化研究 休養日 休養日 休養日 休養日 休養日

茶華道 休養日 休養日 休養日 休養日 休養日

珠算 休養日 休養日 休養日

書道 休養日 休養日 休養日 休養日 休養日 休養日

吹奏楽 休養日 休養日

ハンドメイド 休養日 休養日 休養日 休養日 休養日 休養日

ビジネスマネジメント 休養日 休養日

美術 休養日 休養日 休養日 休養日

文芸 休養日 休養日 休養日

放送 休養日 休養日 休養日 休養日 休養日 休養日

簿記 休養日 休養日 休養日 休養日 休養日

漫画アニメ 休養日 休養日 休養日 休養日

※活動場所や公式戦等の日程により、休養日を他の曜日に振り替えることもあります。

令和７年度「学校の部活動に係る活動方針」に基づく休養日


